
有明GYM-EX
施設利用案内

提出書類一覧

 届出書名称 ビッグサイトへの届出期限
 1 観覧場又は展示場における催物の開催届出書 開催7日前
 2 禁止行為の解除承認申請書 開催14日前
 3 自衛消防訓練通知書 事前
 4 防火対象物一時使用届出書 使用開始の14日前
 5 基準の特例等適用申請書 一時使用届出書と同時に届出
 6 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出書 着工14日前
 7 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書 設置後速やかに
 8 火を使用する設備等の設置（変更）届出書 着工14日前
 9 燃料電池発電設備設置（変更）届出書 着工14日前
 10 放電加工機の設置（変更）届出書 着工14日前
 11 電気設備設置（変更）届出書 着工14日前

◆消防届出書

 様 式 提出書類 提出期限
 1 展示会概要（両面）
 2 サイン看板申込書
 3 吊り物工事作業届
 4 空調設備運転申込書
 5 電気工事設置届出書
 6 既設電気設備（コンセント等）使用申込書
 7 アンカーボルト設置届
 8 重量物持込み申込書
 9 設置届（給排水・エアー等）
 10 共用部分利用申込書
 11 待機場利用申込書

◆ビッグサイト提出書類

 届出書名称 ビッグサイトへの届出期限
 1 催物の開催届出書 搬入開始の10日前

◆警察届出書

◆事前協議事項
1.　消防法等に基づく催物レイアウト及び装飾・造作物
2.　電気事業法等に基づく電気設備の使用概要

●お問い合わせ
営業第一課　TEL ： 03-5530-1326
営業第二課　TEL ： 03-5530-1327
共　　　通　FAX ： 03-5530-1222
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

注） 本ご利用案内の記載内容を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

搬入開始日の1カ月前まで

2022.11.100Z



利用申込手続

　利用のご決定後、「有明GYM-EX施設利用申込書」に必要事
項を記入の上、提出してください。申込書の内容を確認のう
え「利用承諾書」を発行します。

お申込みから開催までの流れ

利 用 照 会

開　　　催

事 後 精 算

関係機関への届出

電気、空調、水道利用料等

利用承諾の通知

利用料金（申込金）の支払い

契約書の取り交わし及び
利用料金（残金）の支払い

有明GYM-EX
施設利用申込書の提出

利用計画の打ち合わせ、
各種付帯設備申込

1ヶ月前までに残金支払い

電気、空調、電話等

●消防署（催物開催届）
●警察署（催物開催届）
●保健所（飲食行為がある場合）
●税関（保税出展物がある場合）

株式会社東京ビッグサイト　営業部
電　話 03-5530-1340（直通）
ＦＡＸ 03-5530-1222
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1

申込先

月曜～金曜（祝・祭日・年末年始を除く）　9:00～17:00

受付時間

＊1 既に申込金を支払い済の場合、残金のみ
（注） 利用承諾日において、既に所定の支払期限を経過している場合は、当社発

行の請求書に記載の期日までにお支払いください。

利用承諾の日から
指定期日まで

利用開始1ヶ月前まで

利用終了後、指定期日まで

支払期限

申込金

残金

事後精算＊2

利用料金内容

施設利用料金の10%

施設利用料金の全額＊1

備品、付帯設備使用料及び
その他の費用

支払金額

＊2 施設の利用実績がない場合、事後精算料金相当分を預り金として頂くことが
     ございますのでご了承ください。

　施設利用料金は前納とし、下表によりお支払いください。
支払期限に合わせて、当社から請求書を発行しますので、指
定期日までに指定金融機関にお振込ください。なお、振込手
数料は利用者負担となりますので、ご了承ください。

※半日（8:00～15:30/15:30～23:00）の利用料金は、上記の半額となります。
※展示ホール設備には、主催者事務室、控室が含まれます。
※電気、空調、通信回線等は別料金となります。

9,400  1,930,000円
面積（㎡）

（円/8:00～23:00）
利用料金（税別）

利用料金の支払い

　利用の承諾後、利用に関わる展示施設賃貸借契約を締結い
たします。

契約書の取り交わし

施設利用料金

 利用取消日 取消料

 利用開始日の1年3ヶ月から1年の前日まで 施設利用料金の10%

 利用開始日の1年から6ヶ月前の前日まで 施設利用料金の30%

 利用開始日の6ヶ月前から3ヶ月前の前日まで 施設利用料金の50%

 利用開始日の3ヶ月前以降 施設利用料金の全額

利用の変更

（1） 変更の届出
 　 申込の受付以降、利用者の都合で利用期間・時間等を変

更する場合は、速やかに当社あてに書面にてご提出くだ
さい。

（2） 変更･取消等による利用料金の取扱
 　利用承諾後、利用者の都合で施設の利用を変更又は取り

消す場合、既納の利用料金等は返還いたしません。また、
施設の利用に追加が発生した場合は、追加の契約の締結及
び利用料金の請求を行います。

（3） 利用の取消料
 　前項の変更や取り消しがあった場合、下記の取消料を申

し受けます。なお、施設利用料金が納入されている場合は、
取消料として充当させていただきます。

　次の事項のいずれかに該当する場合は、当社は利用を承諾
しません。

（1） 施設の設置目的に反するおそれがあると認められるとき。
（2） 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めら

れるとき。
（3） 施設を利用しようとする者又はその代理者が暴力団、暴力

団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他
これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）であるこ
とが認められるとき。

（4） 施設を利用しようとする者が主催する催事等に、反社会的
勢力が出展、共催、協賛、後援又は業務の受託等で関与
していると認められるとき。

（5） 施設の他の利用者に不都合が生じるおそれがあると認め
られるとき。

（6） 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
（7） 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
（8） 前各号に掲げるもののほか、当社が利用を不適当と認め

るとき。

利用の不承諾

（1） 利用者は常に善良な管理者の注意をもって利用するもの
とし、すべて利用者の責任において管理・運営し、催し物
を開催してください。また、利用が終了したときは、施設
を原状に回復してください。

（2） 施設を利用するにあたっては、関係法令及び条例並びに
「有明GYM-EX施設利用の手引き」等に定められた事項
を遵守するとともに、関係業者・来場者等にもこれを周知
徹底してください。

（3） 利用者は、開催計画上等地域対策が必要と当社が判断した
場合は、利用者の責任にて、必要な措置を講じてください。

（4） 利用期間中の当社が承認をした施設、その周辺及び開催
計画上必要な措置を講じるべき箇所の管理、秩序維持、
来場者の整理・安全確保、案内誘導、盗難防止、事故防止、
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の防止等は利用
者が責任をもって行なってください。

（5） 利用者は、来場者・関係従事者に人身事故その他の一切
の迷惑が及ばないように常に万全の配慮を行なってくだ
さい。

（6） 施設利用期間中（準備・撤去を含む）に発生した事故等に
ついては、すべて利用者の責任となりますので、事故防止
については万全を期してください。

（7） 会場警備については、利用者の責任において、警備会社
への委託又は警備責任者の配置を行ない、交通整理、場
内整理を行なってください。

（8） 会場及び催し物全般についての管理責任者を選任し、当
社へ届け出てください。管理責任者は利用期間中常駐し、
責任をもって利用施設並びに催し物等の管理を行なってく
ださい。（原則として、防火担当責任者の兼務とします）

（9） 施設利用期間中に地震の発生及び警戒宣言（東海地方で
「緊急に地震防災応急対策を実施する必要がある」と認めら
れる場合、内閣総理大臣が発する「地震災害に関する警戒
を宣言」）が発令された場合には、当社の防災ガイドライン
及び危機管理マニュアルに沿った対策を講じてください。

（10） 会場内の展示品・使用機器等の保管については、利用
者の責任となります。

（11） 利用期間中の、電気・水道・圧縮空気設備の維持管理は、
利用者において施工業者等を現場に配置し、万一事故
が発生しても即時対応できるようにしてください。

• 警備の詳細については、別冊「有明GYM-EX施設利用の
手引き」を参照してください。

• 損害賠償保険・傷害保険等の各種保険への加入をお勧め
します。

　利用者は、施設の利用権の全部または一部を第三者に譲渡・
転貸することはできません。

　次の事項のいずれかに該当する場合は、当社は、利用の承
諾を取消し、利用を制限し、又は停止させていただきます。
　なお、下記（8）～（12）により利用承諾を取消した場合は、既納
の利用料金全部又は一部を返還いたします。

（1） 利用の不承諾の各号に該当すると認められるとき。
（2） 利用申込書等に虚偽の記載があったとき又は承諾した利

用の目的及び内容と異なる利用をするとき。
（3） 利用条件に反し、又は当社が定める施設利用の規則等を

遵守しなかったとき。
（4） 当社の指定した期日までに利用料金を支払わないとき。
（5） 施設の利用権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は転

貸したとき。
（6） 利用者が銀行取引の停止、差押え、仮差押え、仮処分そ

の他強制執行等を受けたとき。
（7） 利用者に対する私的整理、破産、特別清算、民事再生、会

社更生等の申立てがあったとき。
（8） 災害その他不可抗力により、施設の機能に著しい損傷が

生じ、施設の利用ができなくなったとき。
（9） 風水害、地震その他天災地変により、施設の利用が来場

者等の安全確保に支障を生ずるおそれがあるとき（当社が
定める一定の基準を満たす場合に限ります）。

（10） 災害の発生により、施設が東京都から避難所に指定され
たとき。

（11） 感染症の大規模流行等により、国又は東京都から当社に
営業の自粛要請があったとき。

（12） 管理の都合上やむを得ない事由が発生したとき。

利用承諾の取消し

利用権譲渡の禁止

（1） 利用者は、施設、設備及び備品を減失し、又は損傷した場
合は、その損害を賠償しなければなりません。

（2） 利用者は、故意又は過失によって第三者に損害を与えた
場合は、その損害を賠償しなければなりません。

（3） 当社は、利用者の次に掲げる事項について一切の責任を
負いません。

　　① 天災地変、火災、事故、盗難その他当社の責任に帰す
ことができない事由により生じた損害

　　② 利用承諾の取消しにより生じた利用者等の損害

免責及び損害賠償

利用者の管理責任

　官公署等への申請又は届出の必要がある場合は、当社と相
談の上、利用者が申請又は届出を行ってください。

※その他、別途ご相談ください。

※臨時通信回線の申込に関しては、別途お問合せください。

03‒3599‒6214

届出先 連絡先届出・申請内容

東京湾岸警察署

催物開催届・禁止行為解除申請等

催物開催届

（株）東京ビッグサイト
安全管理課
03‒5530-1329

江東区保健所 飲食行為がある場合
興行場に該当する場合 03‒3647‒5882

江東西税務署 酒類を販売する場合
保税展示をする場合

03‒3633‒6211
東京税関本関

深川消防署

関係官公署への届出

（1） ホール内及び施設内で、電気、給排水、アンカーボルト打
設、吊り物設置等の工事を行う場合には、所定の届出書
類を当社営業部に提出の上、承認を受けてください。（詳
細は別冊「有明GYM-EX施設利用の手引き」参照）

（2） サイン看板、ターミナル等の利用申込、空調機器の運転
申込等も事前に提出してください。数量・能力に限りがあ
るものについては、当社営業部にて調整します。調整の
結果、ご希望に添えない場合もあります。

届出・届出書類 届出事項

 各種工事届（施工図添付） 給排水工事、床工事（アンカー等）ほか

電気工事設置届出書
既設電気設備（コンセント等）使用
申込書

 

サイン・看板申込書 サイン工事申込

 

空調設備運転申込書 ホールの空調設備の運転申込
（1時間単位）

廃棄物処理実績報告書 廃棄物量、処理方法等の報告
（開催終了時）

共用部分利用申込書 共用部の利用（有料の場合あり）

展示会毎の最大需要電力の申請（全
施設の需要電力が契約電力を上回る
場合、負荷の制限を行う場合があり
ます）、工事施工の届出。

空調運転等の申込及び各種工事の届出

　施設の利用終了後、利用期間中に使用した電気、空調、水
道、電話等の利用料金を請求します。指定の期日までに納入
してください。

事後精算

　当社の発行する「有明GYM-EX施設利用の手引き」等に
掲げる内容を了承の上、「有明GYM-EX施設利用申込書」を
提出してください。

その他


